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求職者給付

就職促進給付

教育訓練給付

雇用継続給付

雇用安定事業

能力開発事業

育児休業給付

雇用保険二事業

●一般被保険者
　基本手当
　技能習得手当
　寄宿手当
　傷病手当
●高年齢被保険者
　高年齢求職者給付金
●短期雇用特例被保険者
　特例一時金
●日雇労働被保険者
　日雇労働求職者給付金

就職促進手当
移転費
求職活動支援費

教育訓練給付金

※

高年齢雇用継続給付
介護休業給付

※育児休業給付は、従来は失業等給付の雇用継続給付の一つとされていたが、
2020 年（令和 2年）4月の改正法施行により、失業等給付から独立させ、子
を養育するために休業した労働者の生活及び雇用の安定を図るための給付とし
て位置付けられた。

◆雇用保険制度の概要


